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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 

①地域の概要・立地 

本市は、秋田県の東部中央に位置し、岩手県と隣接している地域である。 

市のほぼ中央に、水深が日本一の田沢湖があり、東に秋田駒ヶ岳、北に八幡平、南は仙北平  

野へと開けている。地域の約８割が森林地帯で、奥羽山脈から流れる河川は仙北地域の水源とな

っている。 

気候は、冬季には全地域で平均気温が氷点下の厳しい寒さであるが、地域の南北は標高差が  

あるため、気温、降水量ともに大きな差がある。 

総面積は、１,０９３.５６㎢で、秋田県全体の９.４％を占めている。 

仙北市東部の田沢湖地区の年平均気温は９．７℃、最高気温の極値は３６．５℃、最低気温の

極値は－１７.６℃であり、年降水量の平均値は２１８０.４ｍｍ、平均風速は１.７ｍ／ｓであ

る。 

南部の角館地区の年平均気温は１０.７℃、最高気温の極値は３７.８℃、最低気温の極値は－

１６．７℃であり、年降水量の平均値は２１５８.４ｍｍ、平均風速は１.１ｍ／ｓである。 

また、月最深積雪の極値は１６９ｃｍとなっている。 

北部は、降水量が多く、桧木内の年降水量の平均値は２４６９.７ｍｍである。 
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②想定される災害リスク 

【火山】 

秋田駒ヶ岳について、気象庁では、男女岳がある「北部カルデラ」とその南側に接して女岳

等がある「南部カルデラ」の２つのカルデラのいずれかからの噴火を想定している。 

２００３年（平成１５年）に国土交通省などが作成した「秋田駒ヶ岳火山防災マップ」に示

されたとおり、最大規模の噴火が発生したと仮定した場合、乳頭温泉郷、田沢湖高原・水沢温

泉郷、高野・小先達・先達・造道・上中生保内・下中生保内・石神・春山の各集落に火砕流、

火砕サージ、融雪型火山泥流のいずれかの影響を受けるほか、岩手県側の国見温泉や雫石町橋

場集落等も融雪型火山泥流の影響を受けるものとされている。 

なお、噴石については、居住区域に被害を与える可能性は低いものと思われるほか、降灰の

影響範囲も年間でもっとも多い風向の場合は、そのほとんどが東の岩手県側に及ぶものと予想

されている。 

気象庁は、秋田焼山についても

「噴火警戒レベル」を２０１３年

（平成２５年）に導入するととも

に、秋田県が作成した「秋田焼山火

山防災マップ」によれば、秋田焼山

については、熱せられた地下水等が

水蒸気となって爆発し、火山ガスが

噴石や火山灰とともに噴き出す「水

蒸気噴火」の可能性が高いとされて

いる。 

また、可能性は低いが、積雪時に

溶岩流や火砕流を伴った噴火をし

た場合に融雪型火山泥流の発生も

指摘されている。 

山頂から東に鹿角市の後生掛温

泉、西に玉川温泉・新玉川温泉等の温泉が半径約３ｋｍの距離にあり、噴火時の影響を受ける

可能性が高いと予想される。 

                     

＜影響を受ける地域の世帯数・居住人口＞    ※令和６年仙北市市民生活課調べ 

山別区分 行政区 世帯数 人口 

秋田駒ヶ岳（火山か

らの距離４～９㎞） 

高   原 ６１世帯 ８９名 

高   野 １０６世帯 ２２２名 

造   道 ５９世帯 １２２名 

石   神 ６１世帯 １６１名 

上中生保内 ６１世帯 １５２名 

下中生保内 ９１世帯 １８２名 

先   達 ４７世帯 ９９名 

春   山 ２６世帯 ４６名 

秋田焼山（〃３㎞） 玉   川 １世帯 １名 
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【地震】 

県は、平成２３年度に行われた秋田県

地震被害想定調査検討委員会における意

見を反映し、従来想定していた地震被害

想定を大幅に見直している。 

特に東日本大震災の経験を踏まえ、地

震被害の規模拡大や鳥取西部地震(平成

１２年１０月)、新潟県中越沖地震（平成

１９年７月）及び岩手・宮城内陸地震（平

成２０年６月）などの実例から、地表に地

震断層が表れていない地震の想定につい

ても追加されている。 

また、東日本大震災以降、秋田県でも局

所的に強い揺れを伴う震源の浅い地震活

動の活発化がみられたことや東北地方太

平洋沖地震（平成２３年３月）のような連

動地震についても考慮され、計画に追加

されている。 

市は、それら県の追加・修正事項を踏ま

えて市にもっとも大きな地震被害をもた

らすことが想定されている横手盆地・真

昼山地連動地震に焦点を絞り、市の地域

防災計画を修正する。 

震源地に近い角館地域は震度７から震度６強、西木地域は震度６強、田沢湖地域は震度６   

弱の地震動が想定され、市全体に大きな被害が予想されている。 

冬の深夜（午前２時）を想定した場合、陸羽地震の被害をはるかに超える約６，２００棟以

上の建物が全壊するとともに、多くの人的被害及びライフライン被害が発生すると見積もられ

ている。 

 

＜想定地震による被害：木造と非木造の合算＞ 

項 目 仙北市 

マグニチュード ８．１ 

最大震度 ７ 

建物被害 

全壊棟数（棟） ６，２３８ 

半壊棟数（棟） ６，０５９ 

焼失棟数（棟） １０２ 

人的被害 
死者数（人） ４２７ 

負傷者数（人） １，７４９ 

避難者数 ４日後（人） １０，６１６ 

ライフライン被害 

上下水道施設（断水人口） １５，００４ 

下水道施設（支障人口） １，４７３ 

ＬＰガス（支障人口） ２，８４８ 

電力施設（停電世帯数：午前２時） ８，９１２ 

通信施設（不通回線数） １，５４３ 

 

 

 

「横手盆地 真昼山地」地震により想定される
被害状況 マグニチュード 8.1想定 

○出典：秋田県地震被害想定調査報告書 
（平成 25年 8月） 
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【土砂】 

    本市の土石流危険箇所はランクⅠが１２７箇所（田沢湖６４、角館２１、西木４２）ランク 

Ⅱが１６０箇所（田沢湖５１、角館２７、西木８２）、ランクⅢが４箇所（田沢湖２、角館２）、

ランクＪが田沢湖地区に４３箇所指定されている。 

現在まで土石流による大きな災害は、昭和３５年８月３日の集中豪雨により、田沢湖生保内

地区で大規模な土石流が発生し、死者１４名、行方不明１名、流出家屋２２棟、半壊家屋６棟、

流出・埋設耕地１４ｈａという大惨事が発生している。 

また、平成２５年８月９日の局地的集中豪雨により、田沢湖先達供養佛地区で大規模な土石

流が発生し死者６名、負傷者２名、住宅６棟、非住家１１棟が全半壊する大惨事が発生してい

る。 

 

【洪水】 

本市は、玉川や桧木内川などの河川が流れる自然豊かな地域であり、梅雨時期や台風シーズ

ンには集中豪雨による河川の増水や氾濫のリスクが高まる。特に近年は気候変動の影響によ

り、短時間に大量の雨が降る「線状降水帯」などの異常気象が発生しやすくなっており、洪水

による浸水被害や交通網の寸断が懸念される。 

実際に、２０２５年８月には記録的な豪雨により桧木内川が氾濫し、市内では床上浸水や道

路の冠水、土砂流入が発生し、地域の交通や生活基盤に大きな影響を及ぼした。 

洪水の発生時には、事業所の建物や設備への浸水被害、従業員の通勤困難、物流の停滞など、

事業活動に重大な影響を及ぼす可能性がある。 

また、停電や通信障害が発生することで、業務の継続が困難となるリスクも想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【感染症】 

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきた従来のインフルエンザウイルスとは抗原

性が大きく異なる新たなウイルスが出現することにより、およそ１０年から４０年の周期で発

生している。 

また、未知の感染症の中には、新型インフルエンザと同様に感染力が強く、社会的影響が大

きい新感染症が発生する可能性もある。 

新型インフルエンザ等の流行規模は、病原体の特性、宿主側の要因、社会環境など多くの要

素に左右され、病原性も高いものから低いものまで様々である。 

発生時期を含め、事前に正確な予測を行うことは困難である。 
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【獣害】 

本市は、山林や自然環境に囲まれた地域であり、ツキノワグマやイノシシなどの野生動物が

頻繁に出没する。これらの野生動物による獣害は、従業員の安全確保や施設・設備への被害、

農作物や資材の損失など、事業活動に影響を及ぼすリスクとなっている。 

特に春から秋にかけては熊の活動が活発化し、通勤経路や事業所周辺での人身被害や目撃情

報も報告されている。 

また、獣害による農作物の食害や敷地内への侵入も確認されており、事業継続における障害

となり得る。 

このため、獣害を自然災害等と同様に重要なリスクとして位置づけ、従業員の安全確保と事

業資産の保護を目的とした対策を講じる必要がある。 

 

（２）商工業者の状況（商工会経営支援システム：令和７年９月３０日現在） 

①業種別商工業者数 

業種 商工業者数 小規模事業者数 事業所の立地状況等 

製造業 １２１ １０２ 市内各地に点在している。 

建設業 ２８０ ２７０ 市内各地に点在している。 

卸・小売業 ２８８ ２４４ 
角館地区を中心に立地し

ている。 

サービス業 ４９７ ４５８ 市内各地に点在している。 

その他 １０９ ９６ 市内各地に点在している。 

合計 １，２９５ １，１７０  

 

②地区別商工業者数 

規模 田沢湖 角館 西木 合計 

商工業者 ４１０ ７１６ １６９ １，２９５ 

小規模事業者 ３６４ ６４５ １６１ １，１７０ 

 

（３）これまでの取組 

①仙北市の取組 

・仙北市国土強靭化地域計画（令和５年９月更新）  

 ・仙北市地域防災計画（令和７年５月修正） 

一般災害対策編 

震災対策編 

火山災害対策編 

 

②仙北市商工会の取組 

  ・仙北市商工会の業務継続計画の作成（令和５年１月） 

・事業者ＢＣＰに関する国・県・市等の施策の周知 

  ・事業者ＢＣＰ策定個別講習会の開催 

  ・事業者ＢＣＰ策定支援 

  ・損害保険への加入促進 
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Ⅱ 課題 

本市における小規模事業者の防災・免災・免疫対策への支援における課題は次のとおりである。 

（１）事業者ＢＣＰの策定が進んでいない 

 小規模事業者は防災意識を有しているものの、経営資源（人・物・金・情報）や策定する時間が不

足しているため、防災・減災対策への取り組みが後回しとなり、災害発生時には被害の拡大が懸念さ

れる。 

 

（２）策定した計画の運用 

前回の本計画を基にＢＣＰを策定した事業者は一定数存在するものの、策定にとどまり、実際に運

用できている企業は少ない。ＢＣＰは実用されなければ策定の意義を持たず、運用を支援する取り組

みが必要である。 

 

（３）応急対策に関する市と商工会との連携体制が整っていない 

現状では、本会と本市がそれぞれの業務継続計画に基づき、事前対策や応急対策を実施する体制と

なっているものの、相互の連携・協力については具体的な仕組みが構築されていない。 

 

（４）支援力向上 

平時および緊急時の対応を推進するためのノウハウが十分ではなく、支援力の向上が不可欠であ

る。そのため、保険代理店等との連携や、支援者を対象とした研修会の実施などの対策が求められる。 

 

Ⅲ 目標 

   仙北市地域防災計画に基づき、予測が困難な地震災害に備え、中小企業等に対する事前の防災

対策および災害発生後の迅速な復旧支援について、本会と本市が連携して取り組むこととする。 

   特に管内の小規模事業者に対しては、「大規模自然災害による経済活動の機能不全回避」を目

標に、事業継続力の強化を図るため、次の取り組みを実施する。 

（１）地区内小規模事業者へのＢＣＰ策定支援の強化 

 災害リスクへの認識を促し、事前対策の重要性を周知するとともに、専門家や損害保険会社等との

連携により個別支援体制を構築し、小規模事業者に対するＢＣＰ策定支援強化を図る。 

 

（２）被害の把握・報告ルートの確立 

発災時における連絡体制を円滑に機能させるため、本会と本市の間で被害情報の報告ルートを構

築する。 

 

（３）速やかな応急・復興支援策を行うための連携体制の確立 

発災後に速やかな応急対策および復興支援策を実施できるよう、平時から組織内の体制および関

係機関との連携体制を構築する。 

 

（４）インフルエンザ等を含むウイルス感染症対策・施策の周知並びに支援 

感染症対策において、地区内の小規模事業者に対し、予防接種の推奨や手洗いの徹底を促すとともに、

体調不良者を出社させないルールを策定する。 

また、感染拡大に備えてマスクや消毒液などの衛生用品を備蓄し、さらにリスクファイナンス対策とし

て共済および保険の必要性について周知を図る。 

 

※その他 

  上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県に報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

本会と本市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

１）事前の対策 

  多発する自然災害、事故、疫病など、日々変化する多様な経営リスクから事業者を守り、事業

の継続を支援するために、本事業計画では本会と本市の役割を明確化する。これにより、発災時

においても混乱なく応急対策等に迅速かつ的確に取り組める体制を構築する。 

  

 ①小規模事業者に対する災害リスクの周知 

   ・商工会職員による巡回を通じて、仙北市地域防災計画や防災マップ等を活用し、各事業所に

おける自然災害リスクの周知を図る。併せて、災害補償に関する共済および保険制度を活用

した、災害時の影響を軽減するための取り組みや対策について説明を行う。 

・広報誌「仙北市商工会会報」や商工会ホームページ等を活用し、国・県・市等の施策の紹介、

リスク対策の重要性、共済および保険制度の概要、ならびに事業者ＢＣＰに積極的に取り組

む小規模事業者の事例紹介などを行う。 

・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ（簡易計画を含む）の策定による実効性のある取り組み

の推進や、効果的な訓練の実施に向けた指導および助言を行う。 

・事業継続に関する取り組みについて専門家を招へいし、小規模事業者を対象とした普及啓発

セミナーを開催するとともに、行政施策や損害保険制度等の紹介を行う。 

・新型ウイルス感染症は、いつ・どこで発生してもおかしくない状況であり、感染状況も日々

変化していることから、事業者に対しては、常に最新かつ正確な情報を入手し、デマに惑わ

されることなく冷静に対応するよう周知する。併せて、今後の感染症対策に資する支援策等

の情報提供も行うものとする。 

 

②仙北市商工会の事業継続力強化計画の作成 

   ・本会は、令和５年１月に業務継続計画を策定済である。 

 

③関係団体との連携 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するサイト「ちょこゼミ」の活用方法について周

知を行い、事業者ＢＣＰの実現性向上を図るものとする。 

・専門家派遣制度の活用により、事業者ＢＣＰの実現性向上を図るものとする。 
・関係機関との共催によるセミナー等を開催する。 

・感染症に関しては、リスクファイナンス対策として、生命保険・傷害保険・感染症特約付き

休業補償等の各種保険の紹介を行う。 

 

④フォローアップ 

・小規模事業者における事業者ＢＣＰ等の取組状況について、その進捗を把握する。 

・本会と本市が連携し、「仙北市事業継続力強化支援協議会（仮称）」を構成し、取組状況の確

認や課題の整理、必要な支援策について協議を行う。 

 

⑤当該計画に係る訓練の実施 

・マグニチュード８．１の地震が発生したと仮定し、本会、本市、秋田県商工会連合会との連

絡ルートの確認等を行うものとする。 
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２）発生後の対応 

   発災時には人命救助を最優先としつつ、以下の手順により地区内の被害状況を把握し、応急対

応方針の決定や関係機関への連絡等の対策を速やかに実施するものとする。 

また、新型ウイルス感染症の発生時には、職員の体調確認、手洗い・うがいの徹底、事務所の

消毒等、衛生管理の徹底を図る。さらに、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づ

き、政府より「緊急事態宣言」が発令された場合には、本市の対策本部設置に準じて、本会にお

いても感染症対策を講じるものとする。 
 

①安否確認の対象と目標時間 

 ・ＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否、大まかな被害状況（家屋被害や道路状況等）

等を本会と本市で共有する。 

団体名 安否確認の対象と目標時間 

仙北市  

農林商工部商工課 
○職員：発災後１時間以内に緊急連絡網（携帯電話）にて確認 

仙北市商工会 

○職員：発災後１時間以内に携帯電話にて確認 

○三役：３時間以内に携帯電話にて確認 

○役員：１日以内に携帯電話にて確認 

○会員：２日以内に役員を通じ地区毎の会員安否を確認 
 

②安否確認結果の連絡窓口 

団体名 
安否確認結果の連絡窓口 

報告先 
第１順位 第２順位 

仙北市 

農林商工部商工課 
課長 課長補佐 仙北市災害対策本部等 

仙北市商工会 事務局長 副事務局長 秋田県商工会連合会 
 

③被害規模の目安と想定する応急対策の内容（判断基準） 

・安否確認および大まかな被害状況等を把握・共有した時点で、本市（商工課長）と本会（事

務局長）との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決定するものとする。 

 被害規模 被害の状況 想定する応急対策の内容 

大規模な被害が 

ある 

○地区内の１０％程度の事業所で「屋根

や看板が飛ぶ」「窓ガラスが割れる」

等の被害が発生している 

○地区内の１％程度の事業所で「床上浸

水」「建物の全壊・半壊」等、大きな

被害が発生している。 

○被害が見込まれる地域において連絡が

取れない、もしくは交通網が遮断され

ており、確認が出来ない。 

１）緊急相談窓口の設

置・相談業務 

２）被害調査・経営課題

の把握業務 

３）復興支援策を活用す

るための支援業務 

被害がある 

○地区内の１％程度で「屋根や看板が飛

ぶ」「窓ガラスが割れる」等の被害が

発生している。 

○地区内の０．１％程度の事業所で「床

上浸水」「建物の全壊・半壊」等、大

きな被害が発生している。 

１）緊急窓口の設置・相

談業務 

２）被害調査・経営課題

の把握業務 

ほぼ被害がない ○目立った被害の情報がない 特に行わない 

※連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 
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④仙北市と商工会における被害情報等の共有間隔 

期間 情報を共有する間隔 

発災直後 速やかに情報を共有する 

発災後から１週間以内 １日に１回以上共有する 

２週間以内 ２日に１回以上共有する 

１カ月以内 新たな事象が判明した時点で共有する 

１カ月超 適宜共有する 

 

３）発災時における指揮命令系統・連絡体制 

   発災時には、地区内事業者の被害状況の報告および指揮命令の体制を構築し、二次被害の防止

を目的とした被災地域での活動方針を決定する。 

また、本会と本市が共有した情報については、秋田県および秋田県商工会連合会が指定する方

法により報告を行うことを、あらかじめ確認しておくものとする。 

感染症の流行時には、国、県および市からの情報および方針に基づき、本会と本市が共有した

情報を、秋田県の指定する方法により、本商工会または仙北市から秋田県へ報告する。 

なお、連絡体制図は以下のとおりである。 

 

・指揮命令・連絡体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙北市災害対策本部等 秋田県 

秋田県商工会連合会 仙北市農林商工部商工課 

仙北市商工会 

小規模事業者 
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４）応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

・相談窓口の開設方法について、本市と協議を行う。 

・安全性が確保された場所に相談窓口を設置する。 

・地区内の小規模事業者等における被害状況の詳細を確認する。 

 

段階 時間経過 被害調査の内容 確認方法 

１ 
発生直後～ 

２日程度 

安否・人的被害の確認調査 

（生存・行方不明・負傷者） 

役職員を対象にＥ

メール、携帯電話 

大まかな被害の確認調査 

（職員参集可否・居住地周辺被害状況） 

役職員や被災区域

の事業者を中心と

して携帯電話等に

よる聞き取り 

２ 
安全確認後～

７日程度 

直接被害の確認調査 

（非住家被害・商工被害） 

管内小規模事業者

を対象に巡回訪問

による聞き取り 間接被害の大まかな確認調査 

（再開可否、商品原材料調達状況、風評等） 

３ 
発災３日後～

１４日程度 

経営課題の把握調査 

（事業再開、資金繰り、保険請求手続き等） 

管内小規模事業者

を対象に巡回訪

問・窓口相談によ

る聞き取り 

間接被害の調査 

（売上減、経費増、風評被害等） 

 

・応急時に有効な被災事業者向け施策（国・県・市等の施策）について、地区内の小規模事業

者等へ周知を図る。 

・本会は、国・県・市から相談窓口設置に関する特別な要請を受けた場合には、これに従うも

のとする。 

・感染症の拡大により事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象と

した支援を実施するため、相談窓口の開設等を行う。 

 

５）地区内小規模事業者に対する復興支援 

・秋田県および本市の方針に従い、復旧・復興支援の方針を定め、被災した小規模事業者に対

して支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員のみでは対応が困難な場合には、他地域からの応援派遣等

について秋田県等に相談する。 

 

※その他 

上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県に報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年１２月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事

業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導

員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

法定経営指導員 藤原 貴志（TEL:０１８７－５４－２３０４） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

商工会の法定経営指導員を中心として、本計画の具体的な取り組みを行うものとし、随時小規模事

業者に対する災害リスクの周知をはじめ、事業者ＢＣＰの策定支援等の進捗状況を管理し、四半期ご

とに進捗状況を共有する。 

また、他の職員に対し指導及び助言を行いながら、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直しを

実施する。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒０１４－０３２７ 

   秋田県仙北市角館町上新町４３番１ 

   仙北市商工会 産業支援課 

   TEL:０１８７－５４－２３０４ ／ FAX:０１８７－５４－２３０５ 

   E-mail: senboku@skr-akita.or.jp 

 

②関係市町村 

〒０１４－０３９２ 

   秋田県仙北市角館町中菅沢８１番地８ 

   仙北市 農林商工部商工課 

   TEL:０１８７－４３－３３５１ ／FAX:０１８７－５４－４７７７ 

E-mail: shoko@city.semboku.akita.jp 

 

※その他 

上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県に報告する。 
 

TEL:０１８７－５４－２３０４
TEL:０１８７－５４－２３０４
mailto:senboku@skr-akita.or.jp
TEL:０１８７－４３－３３５１
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（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

必要な資金の額 440 440 440 440 440 

 

 

１． ＢＣＰ策定

セミナー開

催費・講師

謝金・旅費・

広告料 

 

２． 個社支援・

専門家派遣

費・専門家

謝金・旅費 

 

３． 広報費・チ

ラ シ 作 成

費、送料 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

250 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

250 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

250 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

250 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

250 

 

 

 

80 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、補助金（国、県、市）、各種手数料 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


